
　

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
は
、

公
的
年
金
等
の
収
入
や
所
得
額
が

一
定
基
準
額
以
下
の
年
金
受
給
者

の
生
活
を
支
援
す
る
た
め
に
、
年

金
に
上
乗
せ
し
て
支
給
さ
れ
る
も

の
で
す
。

　
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
を
受

け
取
る
に
は
、
支
給
要
件
を
満
た

し
、
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
請

求
書
の
提
出
が
必
要
で
す
。
年
金

生
活
者
支
援
給
付
金
は
、
原
則
、

請
求
し
た
月
の
翌
月
分
か
ら
の
支

給
に
な
り
ま
す
が
、
令
和
２
年
度

に
お
い
て
は
、
令
和
３
年
１
月
末

ま
で
に
請
求
を
し
た
場
合
に
限

り
、
令
和
２
年
８
月
分
か
ら
支
給

さ
れ
ま
す
。

対
象
者
・
給
付
額

〈
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
者
〉

●�

支
給
要
件　
①
～
③
を
す
べ
て

満
た
す
こ
と

①
65
歳
以
上
の
方

②�

世
帯
全
員
の
市
民
税
が
非
課
税

で
あ
る
こ
と

③�

前
年
の
年
金
収
入
額
と
そ
の
他

の
所
得
額
の
合
計
が
約
87
万

９
９
０
０
円
以
下

●�

給
付
額　
月
額
５
０
３
０
円
を

基
準
に
、
保
険
料
納
付
済
期
間

や
保
険
料
免
除
期
間
に
応
じ
て

算
出

〈
障
害
基
礎
年
金
・
遺
族
基
礎
年

金
の
受
給
者
〉

●�

支
給
要
件　
前
年
の
所
得
額
が

４
６
２
万
１
０
０
０
円
＋
扶
養

親
族
の
数
×
38
万
円
※
以
下
で

あ
る
こ
と

※
同
一
生
計
配
偶
者
の
う
ち
70
歳

以
上
の
方
又
は
老
人
扶
養
親
族
の

場
合
は
48
万
円
、
特
定
扶
養
親
族

又
は
16
歳
以
上
19
歳
未
満
の
扶
養

親
族
の
場
合
は
63
万
円
と
な
り
ま

す
。

●
給
付
額

　
障
害
基
礎
年
金
受
給
中
の
方

　

�

障
害
等
級
２
級
の
方
は
月
額

５
０
３
０
円
、
障
害
等
級
１
級

の
方
は
月
額
６
２
８
８
円

　
遺
族
基
礎
年
金
受
給
中
の
方

　
月
額
５
０
３
０
円

※
２
名
以
上
の
子
が
遺
族
基
礎

年
金
を
受
給
し
て
い
る
場
合
は
、

５
０
３
０
円
を
子
の
数
で
割
っ
た
金

額
が
そ
れ
ぞ
れ
に
支
払
わ
れ
ま
す
。

請
求
手
続
き

●�

既
に
年
金
を
受
給
し
て
い
る
方

　
対
象
と
な
る
方
に
は
、
日
本
年

金
機
構
か
ら
通
知
が
10
月
中
旬
に

届
き
ま
す
。
同
封
の
は
が
き
（
年

金
生
活
者
支
援
給
付
金
請
求
書
）

を
記
入
の
う
え
、
返
送
し
て
く
だ

さ
い
。

※
昨
年
度
に
引
き
続
き
、
支
給
要

件
を
満
た
し
て
い
る
方
の
手
続
き

は
原
則
不
要
で
す
。

●�

こ
れ
か
ら
年
金
の
請
求
手
続
き

を
す
る
方

老
齢
基
礎
年
金
…
日
本
年
金
機
構

か
ら
送
付
さ
れ
る
新
規
裁
定
請

求
手
続
き
の
案
内
に
同
封
の
年

金
生
活
者
支
援
給
付
金
請
求
書

を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

障
害
基
礎
年
金
・
遺
族
基
礎
年
金

…
年
金
の
請
求
手
続
き
に
併
せ

て
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
請

求
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

請
求
書
は
年
金
事
務
所
又
は
市

民
課
（
市
役
所
１
階
）、
支
所

市
民
福
祉
課
（
ア
ス
ピ
ア
こ
だ

ま
内
）
に
あ
り
ま
す
。

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
お
問
い
合
わ
せ
は

ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル
又
は
年
金
事
務
所
へ

▼
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル

☎�

０
５
７
０-

０
５-

１
１
６
５

（
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）

※
０
５
０
か
ら
始
ま
る
電
話
で
お

か
け
の
場
合
は
（
東
京
）
☎
０
３

-

６
７
０
０-

１
１
６
５

受
付
時
間

　

�

月
曜
日　
午
前
８
時
30
分
～
午

後
７
時

　

�

火
～
金
曜
日　
午
前
８
時
30
分

～
午
後
５
時
15
分

　

�

毎
月
第
２
土
曜
日　
午
前
９
時

30
分
～
午
後
４
時

※
月
曜
日
が
休
日
の
場
合
は
、
翌

開
所
日
に
午
後
７
時
ま
で
相
談
を

お
受
け
し
ま
す
。

※
土
・
日
曜
日
（
第
２
土
曜
日
を

除
く
）、
休
日
、
12
月
29
日
～
１

月
３
日
は
利
用
で
き
ま
せ
ん
。

▼
熊
谷
年
金
事
務
所

☎
０
４
８-

５
２
２-

５
０
１
２

受
付
時
間

　
月
～
金
曜
日　
午
前
８
時
30
分

～
午
後
５
時
15
分

※
土
・
日
曜
日
、
休
日
、
12
月
29

日
～
１
月
３
日
は
利
用
で
き
ま
せ

ん
。

※
お
問
い
合
わ
せ
の
際
は
、
基
礎

年
金
番
号
が
わ
か
る
も
の
を
ご
用

意
く
だ
さ
い
。
ま
た
、代
理
人（
二

親
等
内
）
に
よ
る
お
問
い
合
わ
せ

の
際
は
、
本
人
の
基
礎
年
金
番
号

に
加
え
、
代
理
人
の
基
礎
年
金
番

号
も
必
要
と
な
り
ま
す
。

市
職
員
の
人
事
異
動

８
月
４
日
付
け　
退
職

▽
塩
谷　
威
弘
（
都
市
整
備
部
道
路
整
備
課
主
査
）

★
行
政
管
理
課
☎
25-

１
１
６
０

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
制
度
の
お
知
ら
せ

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
制
度
の
お
知
ら
せ
★
市
民
課
国
民
年
金
係
☎
25-

１
１
１
４

　
支
所
市
民
福
祉
課
☎
72-

１
３
３
３
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●対象世帯・減免割合
①新型コロナウイルス感染症により、世帯主が死亡

又は重篤な傷病を負った世帯
　→全額
②新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主

の事業収入等（事業・不動産・山林・給与収入）
の減少が見込まれる世帯

　→一部を減額
※②に該当する世帯の要件は世帯主が次の条件にす
べて当てはまる場合です。

⑴事業収入等の年間で見込まれる収入額から補填
される保険金などを控除した額が前年に比べて
30％以上減少する見込みであること

⑵前年の所得の合計額が1,000万円以下であること
⑶収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の

所得の合計額が400万円以下であること

●減免対象期間　令和２年２月～令和３年３月
●申請方法　申請書及び以下のいずれかの書類を期

限までに郵送
①に該当する世帯･･･死亡診断書又は医師の診断書
②に該当する世帯･･･収入見込申告書、現在の収入

が分かる資料（帳簿、給与明細書など）、補填さ
れる保険金などがある場合は金額が分かる資料、
事業を廃止・失業した場合はその内容が分かる資
料（廃業届、事業主の証明など）、令和２年１月
２日以降に本庄市に転入した方は前年の収入が分
かる資料（確定申告書の控え、源泉徴収票など）

※申請書及び詳細は、市ホームページをご覧いただ
くか保険課までお問い合わせください。
●申請期限
　国民健康保険税：納期限の７日前まで
　後期高齢者医療保険料：納期限まで

　本庄市国民健康保険又は後期高齢者医療制度の加入者で、新型コロナウイルス感染症による影響を受けた
方は、状況に応じて保険税（保険料）の減免や、傷病手当金の支給が受けられる場合があります。該当する
方は申請をお願いします。

国民健康保険税、後期高齢者医療保険料の減免申請について

　給与等の支払いを受けている方が、新型コロナウ
イルス感染症に感染した場合、又は発熱などの症状
があり感染が疑われる場合に、勤務を休みやすい環
境を整えるため傷病手当金を支給しています。

●対象者（すべてに当てはまる方）
・本庄市国民健康保険又は後期高齢者医療制度に加

入していること
・雇用されていて給与等の支払いを受けていること
・新型コロナウイルス感染症に感染した、又は発熱

などの症状があり、その療養のために連続して３
日間勤務することができず、４日目以降にも仕事
を休んだ日があること

・４日目以降の勤務することができなかった期間に
給与等の全部又は一部の支払いを受けることがで
きないこと

●�適用期間　令和２年１月１日から12月31日までの
間で療養のため勤務することができない期間（入
院が継続する場合等は最長１年６か月まで）

●�支給対象日数　適用期間のうち、勤務を予定して
いた日数（最初の３日間は除く）

●�支給額　直近の継続した３か月間の給与収入の合
計額÷ 就労日数×３分の２×支給日数

●�申請方法　申請書に必要事項を記入のうえ、郵送
※申請書及び詳細は、市ホームページをご覧いただ
くか保険課までお問い合わせください。

　国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料の減免
申請、傷病手当金の支給申請のいずれも、手続きは
郵送でお願いします。

●郵送先
　〒367-8501　本庄市本庄３-５-３
　本庄市役所保険課

傷病手当金の支給について

手続きは郵送でお願いします

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた新型コロナウイルス感染症の影響を受けた
国民健康保険・後期高齢者医療制度加入者の皆さんへ国民健康保険・後期高齢者医療制度加入者の皆さんへ

★保険課 国保係☎25-１１１６、高齢者医療係☎25-１２４５


